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1.共同出展企業に関して、仕様書　7　業務内容　（6）「ブース出展に
係る装飾，設営，撤去」に記載のある設備に記載のないもので、（4）
「共同出展企業のサポート」に記載のある「個別に追加要望（展示棚
の変更や什器のレンタルなど）を行う場合，必要な対応を適宜適切
に行う」とあるが、この経費は全体予算に含まれず、要望のあった共
同出展企業に対して個別に請求を行うという認識で間違いないで
しょうか？
ex.冷蔵庫、シンク（上下水設備）、調理台、加熱調理器具等

お見込みの通り、共同出展企業から基本装飾等以外で追加経費が
発生する要望を受けた場合には、全体予算に含めず個別の企業へ
請求を行っていただくことになります。

岡山連携中枢都市圏食品製造業見本市共同出展業務委託企画競争に係る質問および回答

令和5年5月17日

1 / 1 ページ


